
屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興松

井

孝

純

屋
久
島
に
法
華
宗
が
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
里

廃
仏
毀
釈
以
前
の
屋
久
島
の
法
華
宗
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
翌

屋
久
島
の
廃
仏
毀
釈
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
目

廃
仏
毀
釈
後
の
屋
久
島
寺
院
の
復
興
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
窒

本
興
寺
は
屋
久
島
の
法
華
宗
復
興
に
熱
意
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
翌

本
興
寺
か
ら
屋
久
島

へ
派
遣
僧
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
署

屋
久
島
各
寺
院
の
廃
仏
と
復
興
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
買

イ
　
宮
之
浦
久
本
寺

口
　
永
田
顕
寿
寺

ハ
　
安
房
本
仏
寺

二
　
楠
川
本
蓮
寺

ホ
　
原
永
昌
寺

へ
　
麦
生
本
慶
寺

四 三 二 一
3  2  1    `  `  ` ｀
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五
、
結

卜
　
栗
生
本
寿
寺

一
、

屋
久
島

に
法
華
宗

が

屋
久
島
は
、
鹿
児
島
湾
口
か
ら
南
方
約
七
〇
キ
ロ
の
海
上
に
浮
ぶ
、
ほ
ぼ
円
錐
形
の
周
囲
約

一
〇
〇
キ
ロ
、
面
積
五
二
九
、
六
九
平
方

キ

ロ
の
島
で
あ
る
。
こ
の
屋
久
島
の
法
華
宗
も
、
種
子
島
と
同
じ
く
浄
洸
院
日
良
上
人

（
一
四
二
一
―
一
四
九
五
）
が
来
島
し

て
か
ら
本
格

的
に
弘
通
が
展
開
す
る
。
然
し
そ
の
縁
源
は
折
伏
殉
難
の
聖
僧
定
源
院
日
典
上
人

（
一
四
〇
一
―
一
四
杢
こ

の
弘
通
に
始
る
。

日
良
上
人
は
苦
心
の
結
果
種
子
島
領
主
十

一
代
時
氏
を
し
て
完
全
に
法
華
宗
徒
化
し
、
そ
の
時
氏
は
法
華
宗
を
島
の
国
教
に
す
べ
く
文

明
元
年

（
一
四
六
九
）
に
布
令
を
出
し
て
全
島
民
の
改
宗
を
勧
告
し
て
い
る

の
で
あ

る
。
勿
論
領
有
し
て
い
た
屋
久
島

へ
も
同
じ
く
法
華

宗

へ
改
宗
を
勧
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
律
宗
を
国
教
と
し

て
い
た
島

の
保
守
性
は
、
領
主
が
法
華
宗
に
改
宗
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、　
一
朝

一
夕
に
法
華
宗

へ
と
い
う
宗
教
革
命
は
成
功
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

時
氏
は
種
子
島
の
残
存
律
宗
徒
教
化
の
こ
と
も
あ

っ
て
、
日
良
上
人
と
相
談
の
結
果
、
日
良
上
人
が
本
興
寺
の
学
室
で
共
に
学
ん
だ
こ

と
の
あ
る
今
は
両
山
兼
職
の
金
剛
院
日
与
上
人
の
も
と

へ
、
事
情
を
説
明
し
布
教
僧
の
派
遣
を
依
頼
す
る
書
を
送

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

日
与
上
人
は
、
考
え
た
末
公
家
出
身
の
当
時
四
十
六
才
に
し
て
既
に
次
期
本
能
寺
貫
主
が
約
束
さ
れ
、
文
化
人
の
間
に
交
わ

っ
て
随
所
に

講
筵
を
張
り
、
巨
ま
し
い
布
教
力
を
持
つ
金
剛
院
日
増
上
人
に
種
子
島
、
屋
久
島
の
巡
教
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。

日
増
上
人
は
種
子
島
、
屋
久
島
に
お
け
る
律
宗
残
党
の
折
伏
弘
通
に
熱
意
を
燃
し
、
蓮
光
坊
と
円
乗
坊
、
若
僧
の
本
行
坊
を
随
行
と

し
、
菊
若
と
鶴
若
に
仲
間
の
土
佐
小
次
郎
を
伴
に
長
享
元
年

（
一
四
八
七
）
十

一
月
十
九
日
種
子
島
西
之
表
の
浜

に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。

日
増
上
人
は
種
子
島
に
お
け
る
時
氏
の
二
叔
教
化
を
実
行
し
、
慈
遠
寺
秀
恵
の
改
宗
を
果
し
、
種
子
島
か
ら
船
便
を
得
て
海
上
邊
か
な
屋

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興
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屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興

久
島

へ
渡

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
屋
久
島
に
お
け
る
日
増
上
人
の
弘
通
に
つ
い
て
は

「
三
国
名
勝
図
会
」

（天
保
十
四
年
刊
）
に
よ
る
と

当
時
の
屋
久
島
は
種
子
島
家
の
統
治
下
に
あ
り
、
屋
久
島
の
九
十
九
嶽
は
久
し
く
鳴
動
し
、
常
に
大
地
震
動
し
て
島
民
は
不
安
に
お
の

の
き
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
上
人
は
直
ち
に
島
の
永
田
に
至
り
九
十
九
嶽
に
登
り
祈
念
を
こ
ら
し
、
妙
経
読
誦
し
、
そ
の
唱
題
が
終
る

と
同
時
に
ピ
タ
リ
と
鳴
動
が
止
ん
だ
の
で
、
島
民
た
ち
は
、
此
の
奇
瑞
に
驚
歎
し
、
そ
の
法
力
の
偉
大
な
る
を
怖
れ
、
そ
の
説
く
法
華
宗

の
教
義
に
信
服
し
、
悉
ち
に
律
宗
を
捨
て
続
々
と
全
島
民
が
改
宗
し
た
の
で
あ
る
。

日
増
上
人
の
南
海
弘
通
の
効
顕
に
つ
い
て
は
日
良
上
人
と
共
に
別
述
に
譲
り
、
種
子
島

・
屋
久
島
に
在
島
二
年
、
使
命
を
果
さ
れ
た
日

増
上
人
は
延
徳
元
年

（
一
四
八
九
）
の
中
秋
、
島
の
浄
蔵
坊
に
送
ら
れ
て
帰
京
さ
れ
て
い
る
た

の
で
あ

る
が
、
こ
の
時
か
ら
屋
久
島
の
宗

教
は
法
華
宗
の
本
能
寺

・
本
興
寺
の
傘
下
に
入

っ
た
の
で
あ
る
。

二
、
廃
仏
毀
釈
以
前

の
屋
久
島

の
法
華
宗

屋
久
島
の
玄
関
は
今
で
も
宮
之
浦
町
で
あ
る
。
こ
の
宮
之
浦
町
に
久
本
寺
と
い
う
島
中
随

一
の
大
寺
が
あ
る
。
そ
の
久
本
寺
の
寺
誌
を

「
三
国
名
勝
図
会
」
か
ら
抜
率
す
る
便
宜
を
許
さ
れ
た
い
。

長
遠
山
久
本
寺
、
宮
之
浦
村
に
あ
り
、
京
都
本
能
寺
、
摂
州
尼
ケ
崎
本
興
寺
の
末
に
し
て
、
法
華
宗
な
り
。
本
尊
釈
迦
如
来
、
多
宝

如
来
、
（座
像
・
又
左
右
に
不
動
明
王
、
愛
染
明
王
、
及
び
四
天
二
等
を
安
置
す
）
、
開
山
金
剛
院
日
増
上
人
な
り
。
此
村
の
祈
願
菩
提
所
な
り
。

種
子
島
時
氏
創
建
せ
り
。
享
保
十
六
年
本
堂
よ
り
火
起
り
院
房
壼
く
焼
亡
せ
り
。
其
時
寺
内

の
宝
物
諸
記
録
等
、
皆
其
災
に
罹
り
し

故
、
今
に
島
中
諸
寺
の
由
緒
詳
な
ら
ず
と
い
え
り
。
其
後
本
堂
再
建
し
て
、
享
保
十
八
年
癸
丑
十

一
月
成
就
す
と
記
録
に
見
え
た
り
。

○
番
神
堂
　
本
堂
の
前
に
あ
り
。
南
に
向
ふ
。
本
尊
鬼
子
母
神
、
十
羅
刹
女
凡
そ
十

一
体

（木
像
な
り
。
右
位
に
は
一一一十
番
神
木
像
一一一十
体
、
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左
位
は
日
月
星
木
像
三
体
、
及
び
一
品
法
寿
権
現
位
牌
を
安
す
）
、
享
保
中
、
本
堂
焼
亡
せ
し
時
、
此
堂
は
災
に
罹
ら
ず
と
ぞ
。
初
め
寛
文
四

年
建
立
し
て
あ
り
し
を
宝
暦
四
年
再
建
せ
し
と
記
録
に
載
せ
た
り
。

以
上
の
如
く
屋
久
島
の
代
表
的
な
寺
院
の
寺
誌
に
も
あ
る
よ
う
に
、
法
華
宗
寺
院
と
し
て
の
往
時
の
断
面
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。
尚
、
廃
仏
毀
釈
以
前
の
寺
院
等
に
関
し
、
同
書
に
屋
久
島
法
華
宗
寺
院
は
、

本
寿
寺

（栗
生
村
）

本
隆
寺

（
一
湊
村
）

本
仏
寺

（安
房
村
）

顕
寿
寺

（長
田
村
）

長
寿
院

（長
田
村
）

蓮
華
寺

（長
田
対
）

本
蓮
寺

（楠
川
村
）

光
照
寺

（小
瀬
田
村
）

本
要
寺

（船
行
村
）

本
住
院

（原
村
）

本
経
寺

（尾
野
間
村
）

典
良
院

（小
島
村
）

岩
勝
寺

（平
内
村
）

隆
泉
寺

（湯
泊
村
）

中
間
寺

（中
間
村
）

本
光
寺

釜
心戸
子
村
）

本
満
寺

釜
口田
村
）

本
慶
寺

（麦
生
村
）

の
十
八
寺
院
が
天
保
年
間
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
尚
、
こ
の
う
ち
本
寿
寺

・
本
隆
寺

・
本
仏
寺

・
顕
寿
寺
は
相
当
な
由
緒
か
ら
か

本
能
寺

ｏ
本
興
寺
の
両
本
山
の
直
末
で
あ
る
が
、
そ
の
外
の
諸
寺
院
は
、
久
本
寺
か
上
記
の
四
カ
寺
の
末
寺
で
あ

っ
て
両
本
山
の
孫
末
寺

院
で
あ

っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

而
し
て
、
此
の
諸
寺
は
、
各
村
の
祈
願
寺
で
あ
り
、
菩
提
寺
で
あ
り
、
両
者
を
兼
ね
て
島
民
の
生
活
の
依
り
所
で
も
あ

っ
た
。
特
に
四

方
を
海
に
囲
ま
れ
魚
業
を
生
計
と
す
る
島
民
に
と

っ
て
は
、
豊
魚
を
祈
願
し
て
も
ら
う
た
め
、
あ
る
ひ
は
病
気
平
癒
の
加
持
祈
祷
を
必
要

と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

江
戸
末
期
の
安
房
本
仏
寺
住
職
、
如
竹
日
章

（
一
五
七
〇
―
〓
ハ
五
五
）
は

「
屋
久
島
聖
」
と
し

て
、
未
だ

に
島
民
か
ら
敬
慕
さ
れ
、

安
房
川
口
畔
に
は
大
二
十
四
年
に
建
碑
さ
れ
た
顕
彰
碑
文
が
、
そ
の
徳
を
讃
歎
し
て
お
り
、
毎
年
旧
暦

一
月
十
六

ｏ
十
七
日
は
如
竹
祭
り

が
安
房
町
で
お
こ
な
わ
れ
、
そ
の
時
に
は

「
如
竹
踊
り
」
が
あ
り
、
輸
に
な

っ
て
踊
り
、
踊
り
歌
ま
で
あ
る
。
法
華
宗
僧
が
島
民
の
生
活

の
向
上
に
貢
献
し
た
菩
薩
行
の
功
績
で
あ
る
。
屋
久
島
の
法
華
宗
は
、
こ
の
如
竹
日
章
を
始
め
と
し
て
、
島
の
文
化
の
向
上
に
密
接
な
関

係
を
持
ち
、
島
の
唯

一
の
宗
教
と
し
て
全
島
を
法
華
色
で
覆
う
て
い
た
の
で
あ
る
。
然
し
、
そ
の
記
録
の
ほ
と
ん
ど
が
廃
仏
段
釈
で
失
な

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興
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屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興

は
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
、
屋
久
島

の
廃
仏
毀
釈

日
本
全
国
の
廃
仏
毀
釈
に
つ
い
て
の
資
料
や
論
述
は
極
め
て
多
い
が
、
そ
の
隣
の
離
島
屋
久
島
に
関
し
て
は
、
種
子
島
と
共
に
研
究
資

料
が
少
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
離
島
と
法
華
宗
と
い
う
特
殊
な
点
が
そ
う
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
廃
仏
毀
釈
が
徹

底
し
て
い
た
為
に
、
そ
の
研
究
資
料
の
発
掘
が
困
難
だ

っ
た
こ
と
に
も
原
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

屋
久
島
の
廃
仏
毀
釈
の
時
期
は
、
種
子
島
と
同
時
期
に
や

っ
て
き
て
お
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
も
種
子
島
と
同
じ
で
あ

っ
た
。

（桂

林
学
叢
第
九
号
参
照
）
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
種
子
島
と
同
様
に
仏
教
に
関
す
る
も
の
は
、
何
ひ
と
つ
残
ら
ず
島
か
ら
姿
を
消
し
た
。

「
屋
久
島
町
誌
」
に
よ
る
と

「
か
か
る
法
華

一
色
の
屋
久
島
に
も
廃
仏
毀
釈
の
大
旋
風
が
捲
き
起
り
、
総
べ
て
の
寺
院
が
裸
に
さ
れ
、

塵

一
ｂ
留
め
ぬ
ま
で
仏
像
、
仏
具
、
記
録
、
宝
物
等

一
切
合
切
焼
却
さ
れ
た
。
そ
し
て
世
は
挙
げ
て
神
道

一
色
と
な

っ
た
」
と
あ
る
し
、

ま
た

「
屋
久
島
町
誌
」
に
は

「
後
花
園
天
皇
寛
正
四
年

（
一
四
九
二
）
蔵
野
の
浜
に
日
典
上
人
を
生
埋
に
し
た
指
揮
官
、
種
子
島
家
の
老

職
北
条
氏
は
、
そ
の
後
ま
も
な
く
父
母
と
も
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
下
水
に
は
ま

っ
て
変
な
死
に
方
を
し
た
。
そ
の
後
も
代
々
変
死
が
絶
え
な
い

で
、
畳
の
上
で
普
通
の
死
に
方
を
す
る
者
は
な
か

っ
た
。
幕
末
の
頃
、
北
条
出
羽
守
と
い
う
者
が
、
先
祖
代
々
日
典
の
霊
に
た
た
ら
れ
る

の
で
…
…

（中
略
）
…
…
北
条
氏
は
こ
の
よ
う
に
し
て
つ
い
に
絶
滅
し
た
。
北
条
出
羽
守
の
姉
婿
本
田
氏
は
、
伊
勢
大
廟
の
神
職
と
な
り
、

高
位
に
進
ん
だ
が
、
日
本
全
国
の
信
教
を
神
道

一
色
に
ぬ
り
つ
ぶ
し
度
い
と
い
う
野
望
を
起
し
、
お
り
か
ら
の
明
治
維
新
の
大
旋
風
に
乗

っ
て
、
廃
仏
毀
釈
の
暴
令
を
発
す
る
に
い
た
ら
し
め
た
。
本
田
氏
は
自
ら
鹿
児
島

へ
来
て
、
先
づ
第

一
に
種
子

・
屋
久

・
国
永
良
部
三
島

を
徹
底
的
に
棄
釈
し
、
本
上
の

一
部
に
も
自
ら
指
揮
し
た
。
・…
‥
（中
略
）
…
…
本
田
家
の
家
族
が
相
次
い
で
死
亡
し
、
最
後
に
残

っ
た
妻

北
条
出
羽
守
の
姉
は

″
こ
れ
は
全
く
仏
罰
で
あ
る
″
と
い
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
北
条
家
と
と
も

に
、
本

田
家
も
ま
た
滅
亡
し
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た
」
と
あ
る
。
こ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
が
、
明
治
二
年
八
月
八
日
の

一
片
の
布
令
に
よ
っ
て
、
数
百
年
に
わ
た
っ

て
島
民
の
生
活
と

一
体
と
な
っ
て
き
た
仏
教
を
、
そ
の
僧
尼
か
ら
、
寺
塔
お
よ
び
本
尊
、
経
巻
に
い
た
る
ま
で
、　
一
挙
に
地
上
か
ら
消
そ

う
と
す
る
暴
挙
に
対
す
る
民
衆
の
怒
り
、
そ
の
抵
抗
の
声
と
し
て
の
記
述
か
と
も
受
け
と
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
廃
仏
毀
釈
後

の
屋
久
島
寺
院

の
復
興

１
、
本
興
寺
は
屋
久
島
の
法
華
宗
復
興
に
熱
意

明
治
九
年
九
月
五
日
付
の
鹿
児
島
県
参
事
田
畑
常
秋
か
ら

「各
宗
旨
の
儀
、
自
今
人
民
各
自
の
信
仰
に
任
せ
候
条
、
此
段
布
達
候
事
」

と
い
う
信
教
自
由
の
布
達
が
屋
久
島
に
も
届
い
た
が
、
種
子
島
の
法
華
宗
寺
院
と
同
様
に
、
総
べ
て
の
僧
尼
が
強
制
的
に
還
俗
し
復
飾
し

て
お
り
、
寺
院
の
総
べ
て
が
転
用
さ
れ
た
り
廃
毀
さ
れ
た
り
し
て
い
る
現
状
で
は
、
布
達
を
手
に
し
た
人
々
も
簡
単
に
応
え
て
起
ち
上
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

廃
仏
毀
釈
の
大
旋
風
は
、
官
権
を
借
り
根
こ
そ
ぎ
仏
教
色
を

一
掃
し
、
礼
拝
の
対
象
の
仏
像
も
仏
檀
も
曼
荼
羅
本
尊
も
す
べ
て
焼
き
つ

く
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
寺
院
跡
に
は
神
社
が
建
て
ら
れ
た
り
し
て
、
島
民
の
心
を
神
道

一
色
に
塗
り
か
え
て
し
ま
つ
て
お
る
か
ら
、
道

心
の
志
を
残
し
て
い
る
僧
尼
や
信
徒
が
い
て
も
、
直
ち
に
寺
院
の
復
興
や
、
信
徒
の
結
集
へ
は
結
び
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

然
し
、
種
子
島
南
種
子
平
山
出
身
の
柳
田
日
皓

（
一
八
〇
七
―
一
八
を
こ

が
、
強
制
還
俗
の
厄
に
会
っ
て
禎
三
と
称
し
て
い
た
が
、
明

治
八
年
に
は
、
尼
崎
本
興
寺
へ
登
山
し
僧
籍
復
帰
を
し
、
種
子
島
西
之
表
に
本
源
寺
仮
説
教
所
を
作

っ
た
り
、
尼
崎
本
興
寺
と
連
絡
を
と

っ
て
法
華
宗
寺
院
復
興
に
奔
走
し
て
い
た
か
ら
、
や
が
で
屋
久
島
へ
も
渡
島
し
、
宮
之
浦
や
栗
生
の
信
徒
と
連
絡
を
と
り
だ
し
た
の
で
あ

る
。
そ
う
し
て
西
南
の
役
の
余
塵
が
お
さ
ま
っ
た
明
治
十

一
年
十
月
六
日
、
種
子
島
西
之
表
に
、
本
興
寺
古
森
日
経
貫
主
と
、
そ
の
随
行

尭
運
院
井
原
日
暁
、
妙
尭
寺
牧
瀬
日
誘
と
を
種
子
島

・
屋
久
島
法
華
宗
復
興
の
巡
教
に
迎
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興
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屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興

行
は
翌
十
二
年
に
は
屋
久
島

へ
渡
島
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

屋
久
島
楠
川
邑
本
蓮
寺
の
檀
家
総
代
が
寺
か
ら
預

っ
て
い
る
縦
四
十
八
糎
、
横
八
糎
の
屋
久
島
杉
板
の
曼
茶
羅
の
脇
書
に

明
治
十
有
二
年
宗
門
復
興
弘
通
之
際
四
月
十

一
日
応
需
拝
書
之
　
両
山
九
十
世
日
経
花
押

祈
屋
久
島
楠
川
邑
男
女
信
者
中
　
各
願
如
意
家
運
栄
昌
　
子
孫
繁
栄
除
災
招
福

と
あ
り
。
そ
の
板
裏
に

明
治
三
年

一
月
廿
三
日
依
旧
藩
制
寺
院
悉
廃
毀
九
年
新
信
教
自
由
公
布

二
依
従
大
山
県
令
仏
道
布
教
不
苦
之
令
ア
リ
。
十

一
年
冬
為
復

興
種
子
島
西
之
表

二
着
全
島
巡
村
之
后
十
二
年

一
月
中
旬
此
邑

二
巡
化
ス
四
月
中
旬
乗
船
之
際
信
徒
懇
請

二
任
再
来
説
教
二
座
於
学
晏

修
之
翌
日
依
請
願
次
第
記
之
畢

副
戸
長
三
角
徳
市
　
惣
代
牧
忠
八

・
本
田
孫
助
　
吟
味
役
柴
喜
兵
衛

・
藤
原
福
二
郎

・
泊
新
七

・
牧
新
吉

・
牧
吉
治
郎
　
右
之
外
四
十

八
名
信
徒
　
異
体
同
心
信
心
増
進

と
あ
る
。
十

一
年
冬
に
種
子
島
西
之
表
に
つ
き
十
二
年

一
月
に
は
屋
久
島
を
巡
化
し
、
信
徒
の
糾
合
に
つ
と
め
盛
に
法
華
宗
復
興
に
活
躍

を
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
之
永
良
部
島
の
巡
教
も
こ
こ
ろ
み
た
が
、
冬
の
季
節
風
で
海
が
荒
れ
て
、
三
度
と
も
渡
航
に
失
敗
し
て
い
る
。

然
し
こ
の
巡
教
は
法
華
宗
復
興
の
た
め
に
非
常
な
力
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
に
日
経
貫
主
は
六
十

一
才
頃
で
あ
る
。
老
体
を
い
と

わ
ず
交
通
不
便
な
離
島
巡
化
は
誠
に
御
法
労
だ

っ
た
と
思
う
。

そ
れ
か
ら
数
年
を
経
た
明
治
十
八
年
頃
に
な
る
と
、
漸
や
く
屋
久
島
に
も
信
徒
の
護
法
愛
宗
の
信
心
が
実
り
、
各
地
に
布
教
所
が
開
設

さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
即
ち
原
の
本
住
院
、
栗
生
の
本
寿
寺
跡
に
種
子
島
本
源
寺
の
説
教
所
が
で
き
て
い
る
。
種
子
島
の
本
源
寺
説
教

所
が
軌
道
に
乗
り
、
旧
寺
号
の
公
称
が
可
能
に
な
り
だ
し
た
頃
か
ら
屋
久
島
で
も
、
熱
心
な
信
徒
に
よ

っ
て
再
び
お
題
目
の
声
が
聞
こ
え

だ
し
た
の
で
あ
る
。
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２
、
本
興
寺
か
ら
屋
久
島

へ
派
遣
僧

京
都
本
能
寺

・
尼
崎
本
興
寺
は
幕
末
か
ら
の
三
途
不
成
論
争
の
収
拾
に
懸
命
で
あ

っ
た
か
ら
、
外

へ
向

っ
て
の
教
法
宣
布
活
動
に
支
障

を
来
た
し
て
い
た
。
特
に
三
途
不
成
論
を
楯
に
、
在
家
仏
教
運
動
を
展
開
す
る
清
風
日
扇
と
、
そ
れ
を
支
援
す
る
京
都
妙
蓮
寺
に
対
し
て

苦
慮
し
、
ま
た
清
風
の
布
教
活
動
に
対
抗
す
る
両
山
信
徒
の
八
品
講
活
動
と
の
激
突
の
調
停
な
ど
に
追
わ
れ
教
線
拡
張
に
専
念
で
き
な
い

状
態
で
あ

っ
た
。

然
し
明
治
十
五
年
九
月
十
二
日
の
東
京
大
教
院
に
お
け
る
本
能

・
本
興

・
妙
蓮

・
光
長

・
鷲
山
の
五
大
本
山
の
円
座
会
は
、
法
体
機
情

久
遠
今
日
十
界
当
体
即
身
成
仏
の
決
議
に
よ
っ
て
、
五
山
が
和
融
し
、
漸
や
く
日
隆
聖
人
の
下
に
五
山
の
正
常
化
を
み
た
の
で
あ
る
。

そ
の
秋
に
は
大
阪
大
願
寺
に
設
置
の
教
学
院
を
尼
崎
檀
林
に
吸
収
し
、
前
向
き
の
教
団
態
勢
を
整
え
、
本
能
寺
は
諸
堂
宇
の
整
備
を
始

め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
本
興
寺
も
ま
た
懸
案
の
種
子
島

・
屋
久
島
の
法
華
宗
復
興
の
た
め
強
力
な
布
教
師
の
派

遣
に
ふ
み
き

っ
た
の
で
あ
る
。

即
ち
明
治
十
七
年
二
月
に
本
興
寺
は
信
隆
日
秀

・
佐
藤
日
省
両
師
を
、
鹿
児
島

ｏ
種
子
島

・
屋
久
島
の
巡
回
特
派
布
教
師
に
任
命
し
、

廃
仏
毀
釈
に
よ

っ
て
失
わ
れ
た
教
線
の
回
復
に
乗
り
出
し
た
の
で
あ
る
。

即
ち
種
子
島
本
源
寺
は
本
興
寺
か
ら
援
助
を
得
た
柳
田
日
皓
の
自
費
に
よ
っ
て
同
十
年
旧
地
を
買
収
し
、
古
家
を
春
田
日
交

（山
田
永

叔
の
師
）
の
自
坊
成
住
院
を
味
源
寺
復
興
の
た
め
住
吉
村
か
ら
三
ケ
月
を
要
し
て
海
上
輸
送
し
、
同
十
六
年
本
堂
を
復
興
再
建
し
た
の
で

あ
る
。
然
し
こ
の
本
堂
は
同
十
八
年
八
月
十
五
日
出
火
焼
失
し
た
。
だ
が
再
び
同
三
十
八
年
山
田
永
叔
に
よ

っ
て
再
建
さ
れ
て
お
る
の
で

あ
る
。

屋
久
島

へ
も
信
隆
日
秀

・
佐
藤
日
省
両
布
教
師
の
援
助
の
下
に
各
地
に
法
華
宗
の
布
教
所
が
開
設
さ
れ
た
の
は
同
十
八
年
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
廃
仏
毀
釈
に
依

っ
て
壊
滅
瀕
死
に
陥

っ
た
仏
教
は
、
再
び
勢
力
を
回
復
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ
る
。

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興
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屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興

即
ち
明
治
十
八
年
屋
久
島
の
原
の
本
住
院
、
栗
生
の
本
寿
寺
の
跡
に
本
源
寺
布
教
所
が
開
設
さ
れ
た
。
ま
た
相
前
後
し
て
宮
之
浦
久
本

寺
、
安
房
本
仏
寺
、
永
田
顕
寿
寺
、
楠
川
本
蓮
寺
、
小
瀬
田
光
照
寺
、
麦
生
本
慶
寺
、
小
瀬
田
光
照
寺
、
原
永
昌
寺
な
ど
が
、
そ
れ
ぞ
れ

廃
仏
毀
釈
以
前
の
境
内
地
か
、
そ
の
境
内
地
が
小
学
校
な
ど
の
公
共
施
設
に
転
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
近

辺

の
地
ま
た
は
信
徒

の
家
な
ど
を
借
り
て
、
寺
号
を
冠
し
た
布
教
所
ま
た
は
説
教
所
と
し
て
地
区
の
熱
心
な
信
徒
の
護
法
愛
宗
の
下
に
次
々
復
興
し
て
い
っ
た

が
、
残
念
な
が
ら
以
前
の
如
で
は
な
か

っ
た
。

３
、
屋
久
島
各
寺
院
の
廃
仏
と
復
興

イ
、
宮
之
浦
久
本
寺
　
延
徳
元
年

（
一
四
八
九
）
本
能
寺
日
増
上
人
の
来
島
に
よ
っ
て
、
律
宗
よ
り
法
華
宗

に
改
宗
し
た
。
寺
誌
に
つ
い

て
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
宮
之
浦
は
島
津
氏
が
種
子
島
と
共
に
屋
久
島
を
領
有
し
、
島
津
義
久
が

「
屋
久
島
掟
条
々
」
を
正
親

町
天
皇
の
天
正
十
四
年

（
一
五
八
一Ｃ

に
発
布
し
、
島
津
氏
の
植
民
地
政
策
の
滲
透

に
依

り
、
文
禄
四
年

（
一
五
九
五
）
検
地
を
実
施
し
、

藩
の
出
先
機
関
を
宮
之
浦
に
置
き
、
寛
永
元
年

（
Ｉ
全
一四
）
頃
に
は
島
津
藩
の
琉
球
と
の
交
易
基
地
と
な
る
。
そ
し
て
寛
永
十
二
年

（
一

一含
一五
）
に
屋
久
島
代
官
所
が
置
か
れ
て
か
ら
島
の
中
心
地
と
な

っ
た
。
久
本
寺
も
寺
格
が
あ
が
り
、
末
寺
を
擁
し
島
の
本
山
と
し
て
の

伽
藍
を
宮
之
浦
港
の
東
の
高
台
に
構
え
る
に
至

っ
た
。
そ
の
裏
の
墓
地

に
は
奉
行
所
若
侍
墓

（だ
ん
な
墓
）
が
現
在
も
あ
り
、
屋
久
島

へ

派
遣
さ
れ
た
薩
摩
藩
の
代
官
や
奉
行
所
役
人
が
、
帰
藩
を
待
た
ず
島
で
逝

っ
た
人
た
ち
の
墓
地
で
あ
る
。
明
治
三
年
の
島
を
襲

っ
た
廃
仏

毀
釈
以
前
は
現
在
の
寺
は
、
五
十
米
ほ
ど
下
の
平
地
で
あ
る
現
在
の
幼
稚
園
に
あ
り
、
古
老
の
話
で
は
、
そ
の
本
堂
前
に
仏
具

・
仏
典

ｏ

宝
物

・
記
録
等
の

一
切
が
、
藩
か
ら
来
た
役
人
立
合
の
下
に
焼
却
さ
れ
た
が
、
日
増
上
人
な
ど
の
曼
茶
羅
本
尊

（文
亀
元
年
筆
）
は
、
役

人
に
隠
く
し
て
檀
徒
の
屋
根
裏
に
保
護
し
た
と
の
事
で
あ
る
。
現
在
の
本
堂
前
の
歴
代
墓
や
、
妙
経
読
誦
記
念
碑
は
本
堂
再
建
の
折
、
土

中
か
ら
堀
り
出
し
て
建
立
し
た
と
の
事
で
あ
る
。
琉
球
石
の
大
き
な
墓
石
や
碑
な
ど
が
復
元
さ
れ
、
往
時
の
壮
大
な
寺
観
を
し
の
ば
せ
て

い
る
。
明
治
十
二
年
来
島
巡
化
本
興
寺
日
経
筆
の
曼
茶
羅
が
常
任
久
本
寺
と
書
か
れ
て
、
他
の
島
内
寺
院
と
同
じ
く
明
治
十
八
年
に
布
教
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所
と
し
て
再
興
さ
れ
、
山
田
永
叔

（
一
八
一ハ
四
―

一
九
墓
こ

の
努
力
に
よ
っ
て
十
数
年
を
経
て
現
在
地
に
小
堂
を
再
建
し
、
昭
和
九
年
改

築
し
た
。
昭
和
二
十
二
年
松
下
日
澄
に
よ
っ
て
寺
号
が
復
興
し
、
同
三
十
八
年
に
本
堂
が
改
築
再
建
さ
れ
た
。
長
遠
山
と
山
号
し
て
い

る
。
現
在
松
下
日
澄
、
法
務
渡
辺
智
宗
。

（
そ
の
他
文
中
の
方
々
も
敬
称
を
消
略
し
て
い
る
）

口
、
永
田
顕
寿
寺
　
延
徳
元
年

（
一
四
八
九
）
本
能
寺
日
増
上
人
来
島
の
制
り
、
益
救
之
八
重
岳

（屋
久
島
の
宮
之
浦
岳
―
九
州
の
最
高
峰
、
永

田
岳
、
栗
生
岳
、
黒
味
岳
、
翁
岳
、
陣
宇
岳
、
モ
ッ
チ
ョ
ム
岳
、
高
塚
山
、
愛
子
岳
、
丸
忠
岳
な
ど
の
島
中
央
の
連
峰
の
総
称
で
の
旧
名
で
あ
る
）
の
権
現

が
怒

っ
て
お
ら
れ
る
の
か
全
島
が
鳴
動
し
、
種
々
怪
異
な
こ
と
が
次
々
お
こ
り
、
島
民
が
不
安
な
日
々
を
送

っ
て
い
た
。
日
増
上
人
は
島

の
西
の
長
田
村

へ
渡

っ
て
い
か
れ
、
当
時
の
長
寿
院
に
旅
装
を
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
京
都
よ
り
随
行
し
て
き
た
僧
を
使
と
し

て
、
妙
法
蓮
華
経
の
法
札
を
、
益
救
岳
に
納
め
て
御
祈
祷
を
な
さ
れ
た

の
で
あ

る
。
俗
に

一
品
宝
珠
大
権
現
の
勧
請
と
い
う
。
然
し
、

そ
の
使
僧
が
麓
の
長
寿
院
に
帰
え
り
着
く
や
い
な
や
、
不
思
議
に
も
そ
の
法
札
が
飛
ん

で
き

て
長
寿
院
の
堂
の
中
に
戻

っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
念
が
足
ら
ぬ
か
ら
法
札
が
舞
い
戻

っ
た
の
だ
と
、
も
う

一
度
嶽
に
登
り
丁
寧
に
勧
請
し
た
が
、
そ
の
法
札
が
再
び
舞
い
戻

っ
て
き

た
の
で
、
三
度
目
に
は
日
増
上
人
が
自
か
ら
嶽
に
登
り
、　
一
品
宝
珠
大
権
現
の
宝
殿
で
妙
法
蓮
華
経
を
読
誦
し
て
い
た
ら
、
忽
然
と
白
鹿

が
あ
ら
わ
れ
、
上
人
を
礼
拝
し
忽
ち
姿
を
消
し
た
途
端
に
、
益
救
嶽
の
鳴
動
が
や
み
そ
れ
か
ら
は
、
全
島
の
震
動
も
、
怪
異
も
な
く
な

っ

て
平
隠
な
屋
久
島
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
以
来
全
島
の
寺
も
人
も
法
華
宗
の
信
者
と
な

っ
た
。
こ
の
長
寿
院
が
現
在
の
永
田
村
の
顕
寿
寺

の
遠
始
で
あ
る
。
明
治
三
年
に
廃
仏
毀
釈
の
厄
に
嘔
う
て
堂
宇
が
破
壊
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治
十
八
年
本
興
寺
布
教
所
と
し
て
、
再
興
さ

れ
た
。
文
禄
四
年
に
此
の
永
田
顕
寿
寺
の
日
啓
が
従
軍
僧
と
し
て
朝
鮮
に
渡

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
後
陽
成
天
皇
の
文
禄
元
年

（
一
五
九
一し

豊
臣
秀
吉
に
よ

っ
て
朝
鮮
の
役
が
起

っ
た
時
島
津
氏
の
命
を
受
け
種
子
島
久
時
も
出
陣
し
た
。
当
時
屋
久
島
は
島
津
氏
直
轄
領
で
あ

っ
た

の
で
、
島
津
軍
に
島
の
武
人
た
ち
も
参
戦
し
た
時
日
啓
は
従
軍
僧
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
二
十
五
年
頃
に
松
下
日
慈
が
永
田
布
教
所

の
担
任
と
な
り
、
昭
和
七
年
に
そ
の
弟
子
松
下
日
澄
が
兼
務
し
、
昭
和
二
十
二
年
寺
号
が
公
称
さ
れ
、
渡
辺
智
宗
が
住
職
し
、
現
在
計
屋

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興
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屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興

智
成
が
法
務
を
し
て
い
る
。

ハ
、
安
房
本
仏
寺
　
安
房
に
流
れ
込
む
安
房
川
回
は
深
い
入
江
に
依
る
避
難
港
と
し
て
早
く
よ
り
利
用
さ
れ
、
昔
遣
唐
使
の
船
が
嵐
に
遭

っ
て
避
難
し
た
唐
船
渕
が
あ
り
、
弥
生
後
期
の
安
房
遺
跡
が
あ
り
、
琉
球
と
の
交
易
港
と
し

て
早
く
か
ら
開
け
た
村
落
で
あ
る
。
延
徳

元
年
本
能
寺
日
増
上
人
来
島
の
瑚
り
、
律
宗
寺
院
改
宗
の
あ
と
を
本
仏
寺
と
称
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
前
期
の
屋
久
島
聖
如
竹
日
章

盆

五
七
〇
Ｉ
Ｉ
ハ
五
五
）
に
よ
っ
て
本
仏
寺
は

一
躍
有
名
に
な

っ
た
。
然
し
廃
仏
毀
釈
に
よ

っ
て
堂
宇
及
び
寺
宝
、
如
竹
の
遺
品
等
の
す

べ
て
が
壊
滅
し
た
。
如
竹
日
章
の
五
輪
塔
の
墓
は
安
房
川
口
北
岸
に
あ

っ
た
が
、
如
竹
神
社
と
称
さ
れ
て
仏
僧
で
あ
る
こ
と
す
ら
消
さ
れ

て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

明
治
十
八
年
に
な

っ
て
信
隆
、
佐
藤
両
布
教
師
が
来
島
の
瑚
り
、
旧
檀
徒
を
糾
合
し
本
仏
寺
復
興
を
決
議
し
た
の
で
あ
る
が
、
住
僧
が

い
な
い
の
で
檀
徒
ら
が
自
主
的
に
民
家
を
本
源
寺
布
教
所
と
し
、
山
田
永
叔
の
巡
回
布
教
を
待

っ
て
信
仰
を
確
認
し
あ

っ
て
数
十
年
を
経

過
し
、
旧
境
内
地
を
買
得
し
、
小
堂
を
建
て
た
。
安
房

一
村

一
箇
寺
の
法
華
宗
信
仰
は
復
活
し
た
。
廃
仏
毀
釈
後
に
建
立
さ
れ
た
神
社
の

横
に
本
堂
が
あ
り
、
参
道
の
入
口
に
は
現
在
も
鳥
居
が
建
て
ら
れ
て
あ
り
、
神
社
共
存
の
形
式
が
持
続
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
在
は

柳
田
智
皓
寂
後
を
川
田
智
学
が
住
職
し
本
堂
を
再
建
し
復
興
に
努
力
し
て
い
る
。

二
、
本
蓮
寺
は
宮
之
浦
か
ら
三
粁
ほ
ど
の
楠
川
に
あ
り
、
前
記
の
古
森
日
経
貫
首
筆
の
巡
教
板
曼
荼
羅
が
あ
り
、
明
治
十
二
年
に
は
久
本

寺

・
本
仏
寺
な
ど
と
同
じ
く
本
興
寺
の
貫
首
の
巡
化
に
浴
し
、
柳
田
日
皓
、
山
田
永
叔
な
ど
の
奔
走
に
よ
り
同
十
八
年
頃
に
楠
川
法
務
所

が
設
置
さ
れ
、
明
治
四
十
年
松
下
日
慈
担
任
と
な
り
、
昭
和
の
初
め
の
頃
に
は
関
野
智
良
ら
に
よ
っ
て
本
蓮
寺
が
再
建
さ
れ
、
昭
和
二
十

二
年
に
徳
永
禎
山
に
よ
っ
て
寺
号
が
公
称
さ
れ
、
現
在
は
牧
智
栄
が
住
職
し
て
い
る
。

ホ
、
永
昌
寺
は
原
に
あ
る
が
、
廃
仏
毀
釈
以
前
に
本
住
院
と
称
し
、
元
禄
年
間
に
改
築
さ
れ
栄
え
て
い
た
、
現
在
の
永
昌
寺
所
在
地
の
西

方
の
神
山
小
学
校
の
校
庭
南
面
に
境
内
が
あ

っ
た
。
現
在
の
永
昌
寺
前
の
仁
王
像
は
、
そ
の
か
み
の
本
住
院
の
守
護
像
で
あ

っ
た
。
明
治
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・
大
正

・
昭
和
の
間
、
布
教
所
と
し
て
部
落
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
が
、
戦
時
中
に
永
田
永
昌
が
担
任
と
な
り
、
自
分
の
僧
名
の
永
昌
を

と

っ
て
永
昌
寺
と
し
て
、
昭
和
二
十
二
年
十

一
月
二
十
日
に
落
慶
法
要
と
永
昌
寺
寺
号
公
称
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
本
住
院
が
永

昌
寺
と
称
し
復
興
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

然
し
廃
仏
毀
釈
以
前
に
は
尾
之
間
に
味
経
寺
が
あ

っ
た
の
で
、
尾
之
間
に
本
経
寺
が
復
興
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ

の
本
経
寺
は
現
在

「
仏
峰
」
と
呼
ば
れ
中
央
公
民
館
の
所
在
地
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
廃
仏
毀
釈
の
時
に
寺
宝
の
す
べ
て
を
焼
却
し
た
所

で
あ
り
、
明
治
十
二
年
尾
之
間
小
学
校
が
開
設
さ
れ
、
校
合
は
本
経
寺
の
堂
宇
で
あ

っ
た
。
廃
仏
毀
釈
後
の
島
内
の
寺
院
の
堂
宇
の
ほ
と

ん
ど
が
、
そ
の
当
時
の
学
校
の
校
舎
に
転
用
さ
れ
て
い
て
教
育
の
場
と
な

っ
た
こ
と
は
、
そ
の
住
職
が
教
育
者
と
な

っ
て
い
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
の
で
、
法
華
宗
の
信
仰
が
日
常
生
活
と
な

っ
て
い
た
島
の
人
た
ち
に
と

っ
て
は
、
せ
め
て
も
の
救
い
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
後
永
田
永
昌
は
種
子
島
日
典
寺

へ
転
じ
、
松
下
日
澄
が
兼
務
し
、
次
の
甲
斐
清
雲
が
兵
庫
県
淡
路
島
多
賀
東
林
寺

へ
転
任

し
た
あ
と
、
現
在
は
久
木
竜
雲
に
よ
っ
て
堂
宇
も
造
改
築
さ
れ
寺
檀

一
体
と
な

っ
て
復
興

へ
努
力
し
て
い
る
。

へ
、
本
慶
寺
は
麦
生
に
あ
る
。
廃
仏
毀
釈
以
前
と
同
じ
処
に
、
法
華
宗
信
仰
に
篤
い
村
民
に
よ
っ
て
堂
宇
が
護
ら
れ
て
い
た
。
然
し
寺
の

仏
具
類
は
廃
仏
毀
釈
時
に
焼
却
さ
れ
て
お
る
。
寺
号
公
称
は
住
職
が
い
な
い
為
に
遅
れ
た
が
昭
和
二
十
七
年

（
一
九
五
一し

に
堂
字
が
新

築
さ
れ
復
興
し
、

川
内
田
智
弘
が
宮
崎
川
内
勝
蓮
寺
に
転
任
後
、
再
び
無
住
と
な

っ
た
が
、

現
在
松
下
妙
受
の
名
儀
が
付
け
ら
れ
て
い

Ｚり
。

卜
、
本
寿
寺
は
栗
生
に
あ
る
。
栗
生
は
島
の
点
在
す
る
村
落
の
馬
蹄
型
の
西
端
に
あ

る
。
明
応
年
間

（
一
四
九
二
―
一
五
〇
〇
）
に
本
能
寺

日
増
上
人
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
日
増
上
人
の
来
島
期
間
は
長
享
元
年

（
一
四
八
七
）
十

一
月
か
ら
延
徳
元
年

（
一

四
八
九
）
の
間
の
う
ち
で
あ
る
か
ら
、
日
増
上
人
来
島
布
教
が
直
接
原
因
と
な

っ
て
、
律
宗
の
寺
が
改
宗
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

日
増
上
人
は
明
応
元
年
に
本
能
寺
七
世
と
し
て
晋
山
さ
れ
、
明
応
年
間
本
能
寺
に
と
ど
ま

っ
て
お
ら
れ
、
ま
た
明
応
四
年
に
は
種
子
島
日

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興
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屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興

良
上
人
が
示
寂
さ
れ
て
お
り
、
法
華
宗
の
教
義
に
ふ
れ
た
島
民
ら
の
信
仰
が
明
応
年
間
の
本
寿
寺
造
営
説
と
な

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
後
に
湯
泊
隆
泉
寺
、
平
内
岩
寺
、
中
間
中
間
寺
な
ど
の
本
寺
と
し
て
本
興
寺

ｏ
本
能
寺
の
直
末
と
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。
寛
永
年
間
に

は
屋
久
島
聖
如
竹
日
章
が
安
房
本
仏
寺
か
ら
栗
生
を
訪
ね
て
き
た
り
し
て
、
栗
生
村
民
の
信
仰
を
更
に
高
め
て
本
寿
寺
は
屋
久
島
で
の
西

の
本
寺
と
し
て
栄
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
寿
寺
に
琉
球
石
の
大
き
な
墓
石
が
幾
つ
も
あ

る

の
は
栗
生
が
琉
球
と
の
直
接
交
易
を
物
語

り
、
元
禄
の
頃
は
豊
か
な
村
落
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
貞
享

・
元
禄
の
頃
、
今
の
栗
生
神
社
境
内
地
に
堂
宇
が
建
立
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
共
同
墓
地
の
墓
碑
か
ら
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
本
寿
寺
も
明
治
三
年
の
廃
仏
毀
釈
に
、
仏
具

・
仏
典

・
宝
物

・
記
録
類
の

一
切
が
藩
庁
か
ら
派
遣
さ
れ
た
三
名
の
役
人
監
督
の
下

に
親
元
の
浜
に
持
ち
出
さ
れ
焼
却
さ
れ
た
。
然
し
熱
心
な
法
華
宗
信
者
達
の
中
に
は
仏
典
、
宝
物
の

一
部
や
自
宅
の
仏
像
類
な
ど
を
秘
匿

出
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
ん
な
話
も
伝
わ

っ
て
い
る
。
浜

へ
仏
具
類
を
持
ち
出
す
時
、
小
さ
な
仏
像
が

一
箇
道
に
落
ち
て
い
た
の
を
、

山
崎
袈
裟
五
郎
と
い
う
少
年
が
発
見
し
秘
蔵
し
た
が
、
そ
の
仏
像
の
加
護
で
彼
は
異
常
な
出
世
を
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。

明
治
十
八
年
、
本
興
寺
か
ら
派
遣
さ
れ
た
信
隆
、
佐
藤
両
布
教
師
の
来
島
を
契
機
と
し
て
栗
生
に
、
本
興
寺
布
教
所
が
設
立
さ
れ
た
。

当
時
栗
生
に
は
真
宗
大
谷
派
の
熱
心
な
信
者
脇
田
次
郎
八
を
中
心
に
、
浄
土
真
宗
が
普
及
し
、
旧
本
寿
寺
檀
徒
を
念
仏
信
者
に
引
き
入
れ

て
次
第
に
勢
力
を
持
ち
出
し
て
い
た
頃
で
あ

っ
た
ｏ
従

っ
て
両
布
教
師
は
唯
華
宗
徒
の
結
集
を
計
り
後
事
を
柳
田
日
皓
、
山
田
永
叔
ら
に

托
し
て
帰
阪
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
対
抗
す
る
よ
う
に
真
宗
大
谷
派
説
教
所
が
同
二
十
年
に
栗
生
に
開
設
さ
れ
、
西
本
願
寺
別
院

か
ら
初
代
輪
番
と
し
て
藤
大
智
を
派
遣
さ
し
、
次
々
と
優
秀
な
輪
番
を
送
り
込
ん
で
栗
生
の
半
数
と
、
中
間

ｏ
湯
泊
の
全
部
、
小
島
の
ほ

と
ん
ど
、
平
内
、
尾
之
間
の

一
部
と
に
信
者
を
作
り
、
明
治
四
十

一
年
に
は
七
宝
山
大
照
寺
を
開
創
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
法
華
宗
門
首

脳
部
が
三
途
成
不
論
に
血
相
を
変
え
て
い
る
間
に
、
念
仏
無
間
堕
獄
を
教
条
と
す

る
教
線

の
拡
張
を
忘
れ
て
し
ま

っ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
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全
島
法
華
を
誇

っ
た
屋
久
島
の
教
線
の

一
角
は
既
に
明
治
の
中
期
で
壊
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
中
間
、
湯
泊
、
平
内
に
あ

っ
た
隆

泉
寺
等
の
寺
も
、
全
村
真
宗
信
徒
で
固
ま

っ
て
い
て
は
再
興
で
き
る
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た

一
湊
の
本
隆
寺
も
然
り
で
あ
る
。
そ

の
他
の
本
宗
寺
院
の
復
興
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
も
真
宗
や
、
そ
の
他
の
宗
教
の
島
内
流
入
に
よ
る
信
徒
の
移
動
に
対
す
る
対
策
の
手
遅

れ
で
あ
る
と
思
う
。

本
寿
寺
は
栗
生
半
数
の
法
華
宗
徒
の
協
護
の
下
に
明
治
三
十
二
年
堂
宇
が
完
成
し
、
昭
和
二
十
二
年

一
月
二
日
寺
号
を
復
興
し
、
現
在

は
妙
照
山
本
寿
寺
と
し
て
中
島
日
瑞

（智
慶
）
住
職
に
よ
っ
て
教
線
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

五
、
結

種
子
島
、
屋
久
島
に
お
け
る
廃
仏
毀
釈
に
つ
い
て
は
、
彼
の
膨
大
な
資
料
を
全
国
か
ら
収
集
し
て
お
る

「
明
治
維
新

・
神
仏
分
離
資

料
」
全
五
巻
に
収
録
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
離
島
と
法
華
宗
と
い
う
特
殊
な
事
情
が
あ

っ
た
の
か
、
ま
た
は
適
当
な
報
告

者
が
お
ら
な
か

っ
た
為
で
あ
ろ
う
か
と
も
思
う
。
然
し
種
子
島
、
屋
久
島
の
廃
仏
毀
釈
は
、
既
発
表
の
廃
仏
毀
釈
が
実
施
さ
れ
た
地
方
の

規
模
や
内
容
に
お
い
て
、
決
し
て
劣
る
も
の
で
は
な
い
。
然
も
多
種
多
様
な
宗
教
が
同
居
し
て
い
た
地
方
で
な
く
、
法
華
宗

一
式
の
仏

教
を
両
島
の
国
教
の
如
く
し
、
島
民
の
日
常
生
活
と
密
着
し
、
そ
の
生
活
の
中
で
生
き
て
い
た
だ
け
に
、
他
地
方
の
如
く
廃
仏
毀
釈
が
容

易
に
行
な
わ
れ
て
は
な
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従

っ
て
両
島
に
嵐
の
如
く
襲
う
て
き
た
廃
仏
毀
釈
の
蛮
行
の
跡
を
記
録
し
て
お
か
な

け
ば
、
宗
教
史
上
ま
た
宗
門
史
上
誠
に
浩
歎
の
至
り
と
思
い
記
述
し
た
次
第
で
あ
る
。

昭
和
四
十
八
年
か
ら
数
回
に
わ
た
り
両
島
を
訪
ね
、
該
地
の
神
社
の
片
隅
に
、
小
学
校
の
校
庭
の
そ
ば
に
、
道
路
の
わ
き
に
、
忘
れ
ら

れ
た
如
く
放
置
さ
れ
て
い
る
石
塔
や
墓
石
を
探
ぐ
り
、
図
書
館
や
本
屋
を
廻
わ
り
古
老
を
尋
ね
ヽ
先
に

「
桂
林
学
叢
」
第
九
巻
に

「
薩
摩

及
び
種
子
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
」
を
記
載
し
た
が
、
本
論
は
廃
仏
毀
釈
を
媒
介
と
し
て
往
時
今
時
の
屋
久
島
の
法
華
宗
各
寺

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興
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屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興

院
も
併
せ
紹
介
を
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
而
し
て
拙
論
の
記
述
の
誤
り
や
資
料

の
収
集
に
つ
い
て
の
大
方
の
教
示
を
乞
う
次
第
で

あ
る
。〔

奇直
〕「宗
教
革
命
家

・
南
海
の
聖
日
典
上
人
」

（松
井
孝
純
著
）
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

「種
子
島
年
中
行
事
」

（熊
毛
文
学
会
発
行
）

一
三
二
頁
下
段
。

「
三
国
名
勝
図
会
」

一
二
四
頁
―
本
書
は
天
保
十
四
年
薩
摩
藩
主
島
津
斉
興
の
こ
ろ
五
代
秀
尭
を
総
裁
と
し
て
橋
口
兼
柄
、
五
代
友
古
ら
が
編
纂
し

た
。
廃
仏
毀
釈
で
仏
寺
お
よ
び
記
録
が
焼
滅
し
た
の
で
、
藩
政
時
代
の
仏
教
に
つ
い
て
の
本
書
の
価
値
は
極
め
て
大
き
い
。

「宗
門
史
談
」

（法
華
宗
宗
門
史
談
会
刊
）
第
二
号
―
如
竹
日
章
上
人
の
研
究
―
参
照
。

「
屋
久
町
誌
」

（鹿
児
島
県
屋
久
町
発
行
）

一
二
五
頁
。

右

同
　
一
七
八
頁
。

「鹿
児
島
県
の
歴
史
」

（原
口
虎
雄
著
）
五
三
六
頁
。

種
子
島
西
之
表
本
源
寺
誌
。

「
屋
久
町
誌
」
　

一
二
五
頁
。

布
教
所
の
開
設
届
け
は
記
録
の
上
で
は
明
治
十
八
年
で
あ
る
が
、
同
十
年
頃
に
は
、
宮
之
浦
の
高
橋
慶
成
と
安
房
の
泊
順
達
の
二
人
の
老
僧
が
、
明

治
中
期
ま
で
島
中
の
布
教
所
を
巡
回
し
法
務
を
報

っ
て
い
た
。

（松
下
日
澄
師
談
）

右

同
　
　
　
　
一
二
六
頁
。

右
　
同
　
　
　
　
　
一
一九
頁
。

右

同
　
　
　
　
一
九
六
頁
。

右

同
　
　
　
右

　

同
。

右

同
　
　
　
右

　

同
。

右

同

　

　

　

一一〇

一
頁
。

右

同

　

　

　

一一〇
二
頁
。

αO CD Oつ  00 0' 10 (0 (9)(8)(7)(6)(5)(4)  (3)(2)(1)
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０
　
右

同

　
　

　

一一〇
三
頁
。

真
宗
の
島
内
流
入
は
、
薩
摩
藩
が

一
向
宗
禁
断
を
施
行
し
た
天
正
以
後

（
一
五
七
三
２
）、　
一
向
宗
徒
を
発
見
し
た
ら
士
は
庶
民
に
お
と
し
、
時
に

は
斬
罪
、
流
刑
、
奴
隷
に
処
し
、
百
姓
以
下
は
流
刑
、
答
刑
を
加
え
る
な
ど
残
酷
を
き
わ
め
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
の
流
刑
者
を
、
法
華
宗

一
色
の
種

子
島
、
屋
久
島
な
ど
へ
流
罪
に
し
た
。
彼
等
は
死
ぬ
ま
で
改
宗
せ
ず
島
で
果
て
た
。
島
で
は
役
人
な
ど
に
監
視
さ
れ
島
民
と
の
接
触
が
禁
止
さ
れ
て

い
た
の
で
一
向
宗
の
伝
染
は
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
慶
応
元
年

（
一
八
六
五
）、
喜
入
の
郷
士
脇
田
次
郎
八
と
い
う
隠
れ
一
向
宗
徒
が
、
屋
久
島
栗

生
に
か
つ
を
船
建
造
頭
梁
と
し
て
来
島
し
、
そ
の
ま
ま
定
住
し
た
が
明
治
以
後
信
教
自
由
の
時
代
に
な
っ
て
、
真
宗
を
布
教
し
同
信
を
獲
得
し
、
本

願
寺
へ
布
教
僧
の
来
島
を
要
請
し
栗
生
を
中
心
に
大
き
く
発
展
し
た
。
現
在
屋
久
島
の
宗
教
分
布
は
法
華
宗
と
真
宗
の
勢
力
が
伯
仲
し
て
お
り
、
大

社
教
、
天
理
教
、
立
正
佼
正
会
、
仏
立
宗
、
創
価
学
会
そ
の
他
の
新
興
宗
教
も
次
第
に
勢
力
を
扶
植
し
て
い
る
。
廃
仏
毀
釈
の
影
響
と
ば
か
り
い
え

な
い
も
の
が
あ
る
。

屋
久
島
に
お
け
る
法
華
宗
の
廃
仏
毀
釈
と
復
興
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